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研究会「公共サービスと協同労働」

　５年位前に労協で働く青年層の事務局員
の聞き取り調査を共同でやらせていただき、
今回『「市民による教育事業」と教育の公共
性』という論文を書いていろいろな方にお
送りしたことをきっかけに、学習会をやり
たいとのお申し出があり、今日参加させて
いただきました。問題提起的なことに過ぎ
ないと思いますが、少しだけ話をさせてい
ただきます。

●『協同の発見』No.132（鈴木勉　巻
頭言）より

　今年の 7月号の『協同の發見』巻頭言で、
数年来自分の中でモヤモヤと思っていて上
手く表現できないでいたことを佛教大の鈴
木先生という方が見事に 2ページの中に表
現をされていました。鈴木先生はW.Aロブ
ソンというイギリスの行政学者が1976年に
出した本で「対応する福祉社会なくして真
の福祉国家の享有はありえない」と言及し
ていることに基づきながら、「今の日本の社
会の文脈にとても生きる言葉ではないか？」
という指摘をされています。すごく煎じ詰

平塚眞樹（法政大学）

めれば、「福祉国家と福祉社会が相互補完的
な関係を構築する必要がある」ということ
が書かれていて、それに対比して今の社会
の特にメインストリームとなっている新自
由主義的な改革と呼ばれる路線というのは、
福祉国家と福祉社会の二律背反というか、
「いずれを取るか」という枠組みになってい
るような気がしています。ロブソンという
人は労働党が主流だった70年代後半のイギ
リスの状況を見ながら「この国には福祉国
家はつくりあげられてきたけれども福祉社
会はつくられてきていない、このままだと
いずれやられるぞ」という予言めいたこと
を言っていて、実際にその後保守党に政権
を取られサッチャー改革に入っていきます。
　労協や市民事業と呼ばれる領域は、主と
して言えば福祉社会の形成をしてきたセク
ターだと思うのですが、そこがいま、社会の
システムを大掛かりに組み換えていく中で、
国家とは無関係だった領域から、ズブズブ
と国家の中に嵌め込まれるというか招き寄
せられています。でもその時参入しつつあ
る国家はもはや福祉国家ではなくなりつつ
あるということで、自分たちの仕事がいま
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までよりも公的な位置付けを得ることが、
それはそれで非常に誇らしいことだと思う
のと同時に、自分たちがそこに参入してい
くことで、国全体の公共的な水準というも
のが切り下げられることに結局荷担してし
まうのではないか、というジレンマにたっ
ている人たちが市民事業の領域やおそらく
労協の現場の方たちの中にもたくさんい
らっしゃるのではないかと思います。
私はこの間、いわゆる「教育NPO」の人
たちといろいろな関わりを持たせていただ
いているのですけれども、本当に共通して
「次の一歩をどう踏み出すか？」ということ
がものすごく政治的に難しいという話を伺
います。巻頭言の最後の方で「自分も協同組
合の福祉事業への参入に期待する立場から
調査研究を行っているけれども、疑問を感
じる点があるのでひとこと言いたい」とい
うことで、「――協同組合陣営は、この「改
革」が利用者や市民の暮らしにいかなる意
味を持っているのかについて、充分検討し
ないまま供給者の列に加わり、その範囲の
中からの改善要求の提示にとどまっている
――」という面があるのではないか、という
ことが書かれています。私も本当に痛切に
問題関心を共有しながら読んでいました。

●私が協同労働や市民事業に注目する
理由

　私はいまの（市民と行政の）「協働論」は
単純に新自由主義改革というものがもたら
したものだとは考えておらず、歴史的必然
があると思っています。自分が普段見てい
る分野が教育や子育てに限定されるので、
あまり一般化できないかもしれないのです
が、大雑把な認識では大体1980年代半ば位

から、既存セクター（第一：公立、第ニ：市
場）がどちらもそれぞれ機能不全化すると
いうことが起こります。
学校などは端的にその頃から学習が成立
しなくなったり教師という職業に社会的な
不信感が強くなっていく、つまり学校とい
う機能が成立しないという状況が生まれた
りします。企業については少しタイムラグ
はありますが、日本的経営というものはバ
ブルの時期を挟んで90年前後がひとつの転
機になっているのではないかと思います。
高度経済成長期を引っ張ってきた既存セク
ターの仕事の質が社会の変化の中で軋みを
見せ始める一方、従来であれば社会運動と
呼ばれていた領域が、市民事業といわれる
領域、別の言い方をすると社会的経済と呼
ばれる領域として次第に成長してくること
になります。例えば不登校の問題が80年代
の半ば位から出てきます。不登校自体が増
え始めるのは 70 年代後半からですが、フ
リースペースとかフリースクールというと
ころができ始め、大手と言われる「東京
シューレ」ができるのが1985年です。その
辺りからはっきりと既存のセクターでない
ところで人間が育つという実態が形を持ち
始めているように思います。

NPO法ができたのは1998年ですが、80年
代の半ばからのこの10～15年位の時間がつ
くり出した仕事の価値というか労働の質と
いうものがあると思っています。ひとつは
「オルタナティブセクター」といわれるその
領域の担い手が出てきた、ということです。
雑駁な言い方をすれば、その担い手は一方
では既存のセクターから「追い出された」
層、つまり「そこには居場所がなかった」と
いう層です。もう一つは自分から望んで既
存セクターには入りたくない、そこで人生
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の主たる時間を過ごしたいとはあまり思わ
ないという特に青年層ですが、進路選択の
中でそういう意識が生まれてきている。そ
の背景にはもちろんそれ以前からつくられ
てきた企業社会と呼ばれる日本社会の労働
者たちの働き方にある非人間性のようなこ
とがあるのだと思います。担い手が形に見
えるように出始めてきて、それと同時にた
くさん淘汰をされてきて残ったところ、仕
事をしつづけられてきたところというのは、
やはりある種、企業と同じように、市民社会
という空間の中ではあると思いますが、事
業の質に一定の社会的支持があり、その支
持を受けながら仕事の質も徐々に深まって
いきます。「教育市民事業」と呼ばれる仕事
の世界について「既存のセクターではなか
なか追及してこれなかった仕事の質や事業
の管理運営の固有性が、つくり出されてき
たのではないか」ということを以前に書い
た論文（『「市民による教育事業」と教育の公
共性』「社会志林」法政大学社会学部学会、第
49巻第 4号、2003年 3月）でまとめていま
す。
ひとつは「当事者が運営や決定過程に参
加できる仕組みの重視（参加）」。フリース
ペースのようなところを考えてみますとよ
くわかることですが、そこにいるスタッフ
だけがその場のあり方を決めていくトップ
ダウンのやり方を決して採っておらず、場
合によっては子供たち自身もその場の運営
を一緒に考えるようなやり方が行われてい
ます。
二つ目に「効率が悪くても運営をめぐる
納得ができるまで話し合いを重視しようと
する仕組み（民主主義）」。話し合い重視とい
うのはこういった市民事業セクターに非常
に共通した特長だと考えます。

もう一つは「大人と子どもの関係を教育
する―される関係から脱して共に生きるこ
とを志向し、ハンディの有無など制度とし
ての教育では分けられがちな人々が共にあ
る場づくりをめざすこと（共生）」。分けな
い、ということがこういった事業領域の特
徴としてつくられてきていると思います。
それから「常に個別性や状況性に柔軟に
対処できる応答性の高い場の運営を重視す
ること（応答性・柔軟性）」。それは逆に既存
セクターの事業からはみ出していってしま
う人たちが、なぜそこがいやだと感じると
いうと、この応答性の低さというか、声を出
しても答えてくれないとか非常に官僚的な
答弁しか帰ってこない、あるいは自分たち
が働きかけても「場が動く」という感覚が持
てない、ということがあって、そういう人た
ちが集まってつくる場所とというのは、あ
くまでもそこで官僚制を立ち上げないとい
うことが重視されているのだと思います。
最後にこういった特徴ある「事業運営を
担うに足るスタッフの資質（専門性）」。それ
を「市民的専門性」と言う方もいらっしゃる
のですが、明らかにそこにはある種の専門
性が、教員養成課程のようなものや研修制
度のようなものは少なくとも当初は何もな
いわけですが、一定の時間の中でおのずか
らつくられてきていると思っています。

協同的な性格から公共的な性格へ
おそらく協同組合という仕事自身がそう
いう本質を持っていると思うのですが、市
民事業の場合にも当初は例えばある子ども
たちへの関わりなどを求める人がいて、そ
の求めに応える仕事として仕事がつくられ
てきていますから、基本的に協同的な性格
を持っていますが必ずしも公共的な性格は
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持っていないわけですね。そこに関わって
くる人たちにとって意味のあることをしよ
うとしているのだと思うんです。それが、や
はり時間が経つにつれ、「こういうのは本当
は公的な事業でやってもらわなければ、自
分たちはとても負いきれない」というよう
なケースがどんどん増えてきているような
話があるわけです。
例えば不登校の子どものフリースペース
などだけをとっても、徐々に不登校の子ど
もの質が変わってきています。ここ数年そ
ういう現場の人たちが苦慮されているのは、
「生きるエネルギー」のようなものを持ち辛
い子どもたちですよね。それは「引きこも
り」という形になったり、鬱になったり、時
には医療との接点などもかなりあるような、
元気に社会参加していくところまで支援し
ていくことにとてもエネルギーを必要とす
るような子どもたちが、結局既存セクター
からはみ出してしまうということだと思う
んです。こういう子たちと関わりを持つに
は一人に一人のスタッフが付かなければ大
変だし、場合によっては24時間ケアをする
ということが必要になっていて、とても自
分たちでは担いきれない。こういう部分こ
そ公的な仕事としてやってもらわなければ
ならないことなのに、公的なセクターから
はみ出して自分たちのようなところが最後
の受け皿になっているということは、すご
く矛盾している。
結局、事業の質というのが協同的な性格
からむしろ公共が担うべき仕事の質へと転
化してきているという面があるんだと思い
ます。裏を返せば、なかなか社会から信頼を
得られない既存セクター、特に公共事業体
を改革（リストラクチャリング）していかな
ければならないのは必然だと思うのですが、

その改革の方向性を指し示すのは、現実に
考えれば数的には少ないわけですけれども、
「参加」「民主主義」「共生」「応答性・柔軟性」
といった市民事業や協同組合が切り拓いて
きた事業の質なのではないか、と思ってい
ます。
「福祉社会の必要条件は分権化と参加であ
る」とロブソンが書いているようですが、い
まの日本社会には「福祉社会なき福祉国家」
という面があって、公共セクターの問題が
あるのだとしたら、公共事業・公共サービス
が「福祉社会ある福祉国家」をつくっていく
ためには、むしろこういう分権化とか参加
というものの価値をよくよく知っている市
民事業や協同組合のようなところが、先導
部隊のような役割となると思うわけです。

●自治体行革下のいわゆる「（市民と行
政の）協働」論が抱える矛盾

ところが最初の問題提起にもあったよう
な、実際に行われている自治体行革下での
いわゆる「協働」論というのにはそもそも矛
盾があるわけです。たまたま私が別に書い
ている原稿の中でまだ本当に未分化なんで
すが、5つの内容にまとめてみました。

公共事業改革と条件整備
前のところで述べたように公共サービスを
協同組合セクターや市民事業セクターの一定
の社会的信頼を得ている事業体が委託を得て
いくということは、公共サービスの言葉の正
確な意味でのリストラクチャリング＝改革に
取り組んでいくことになると思っているわけ
ですが、それを既存セクターの人たちが一緒
になって学習し合うということが成立しない
と一箇所だけやっているみたいなことになる
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わけです。協同学習が成立することを目指せ
ば、それこそが改革のプロセスだと思うので
すが、委託を受けるためには、やはり条件整
備がなされないと、今まで自分たちがやって
いたような体制ではとても責任が負えないと
思うんです。ところが実際にはそういったア
ウトソーシングをしていくような時には、コ
ストを切り下げるためにやるわけですよね。
だから本来的に必要な委託は、そのプロセス
の中でNPOや協同組合側から「この条件を
つけてくれれば受託ができる」といったよう
な条件要求をしなければならない場面なのに
下手をすると全くその条件を得られないまま
に受託をしなければならないということがジ
レンマとしてあるんだと思います。
川崎市がこの7月に「夢パーク」という市
全体を対象とした児童館みたいなものをつ
くったのですが、その中のフリースペース
部門を長年その地域で不登校の子供たちと
居場所をつくってきた「フリースペースた
まりば」というNPO法人に丸投げで委託し
たんです。どれくらいの委託費でやってい
るのかとお聞きしたら年間15,00万円だとい
うんです。6人のスタッフで人件費が一人当
たり月額 17万 5千円くらいで出すことを考
えると、結局活動費はほとんどゼロだとい
うことになります。委託費はほとんど人件
費に充てざるを得ない。これまでの「たまり
ば」は会費収入で年間2,000万円規模でやっ
てきたわけですが、それが1,500万円でやる
というのは賃金上昇には決してならない。
それに加えて活動費も残らない。しかしこ
れまでだったら会費を払った会員の人たち
に提供する、つまり協同的な事業として
やっていればよかったのが、一気に市内の
子どもたち全員を相手にしなければならな
い事業に転換するわけですよね。これは

ちょっとおかしいのではないかと率直に思
います。ただ、このNPOの人たちは公務労
働の人たちほどのお金をかけなくても自分
たちはできる、という自負ありますから、
少々のコスト減位は多分大した問題じゃな
いと思うんです。だけどいままで市民事業
の事業体がやっていた水準分しか委託費は
出ないんですね。だから「たまりば」のよう
に協同的事業としてカツカツやれていたも
ので、公共事業をやってくれということに
なると、どう考えてももう少しそれは条件
闘争が出来る交渉力（バーゲニングパワー）
がないと厳しい、というか公的に責任が負
えないのではないかと思います。

市民事業の「市場」化～事業の公共性認識を
めぐる葛藤
企業とは違う第三セクターとして本来あ
るはずのところが、委託という世界に入っ
ていくと随意契約の原則でもつくられれば
別ですが競争入札と同じで市場に参入して
しまうということになります。イタリアの
社会的協同組合は自治体との関係では協同
組合セクターにある種の優位性というか特
権性を与えているというのも聞きましたけ
れども、そういうことはいま日本の中には
全くないわけです。先ほどの「たまりば」の
リーダーの方なども、自分たちがそれを引
き受けるかどうか、市から話があった時に
「これで引き受けられるかどうか」やはり考
えたそうです。ただ、その時に「自分たちが
断ったら多分営利企業が取るだろう」と
思った。「企業体は最初はかなり低い委託費
でも参入して参入実績を積んで徐々に市場
を増やしていって、ということを考えてい
るから、自分たちが断れば公共サービスを
市場セクターに開くことに結局なってしま
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う」と。そうしたら少々条件は悪くてもやっ
ぱり自分たちが取っておくことに一種の
ミッション（使命感）を感じるというか位置
付ける。そういうことが前述の「条件整備」
を対等な形で提起できないことのひとつの
前提にもなってしまっています。

制度的主体と市民事業・協働労働の主体の
信頼形成
三つ目は先ほど言ったように、委託に入っ
ていくときには当然そこに従来の制度的な主
体（学校であれば教職員）と市民事業や協同
労働の主体が、一緒に事業を担う者として相
互にノウハウを学び合うという協同学習の形
成、あるいは信頼の形成ということが不可欠
だと思います。しかし、高齢者福祉などの領
域は事情が違うのではないかと思いますが、
私の縁のある保育・子育て・教育のような領
域はもともと既存セクターが強く、そこの労
働組合も強い。そうすると信頼の形成という
のはなかなかしんどくて、先ほど申し上げた
ような、明らかに市場企業体とは違う仕事や
事業の質をつくってきているというというと
ころに目が向きづらい。総じて民間委託反対
ということになりがちで、ここがやはりジレ
ンマだなと思います。制度的な主体と特に第
三セクターの主体がお互いに信頼感を形成し
ていくということは、今後の委託論にとって
非常に重要だと思います。

参加の平等性
これは協同組合とNPOは少し事情が違う
ところがあるかもしれないのですが、ある
アメリカの研究者が『市民社会論』という本
の中で「公共サービスを市民事業体に委ね
ていくような発想というのは、確かに民主
主義の拡大にはつながるが、平等性を増す

ことには必ずしもつながらない」というこ
とを書いているんですね。市民社会でつく
られてきているような協同組合も含めた事
業体というのは、やはり民主主義というこ
とについての感覚というかこだわりは非常
に強く持っているので、そこは明らかに好
転していくであろうと。けれど同時に市民
社会で行ってきている事業というのは結局、
「参加の自由」ということを前提にしていま
すから、参加しない人を飲み込む強制的な
装置はないわけです。「参加している、して
いない」というのは本人の自由だと言えば
自由なんですが、その前提として全ての人
たちが参加の自由を発揮できる条件を平等
に持っていて初めて自由だと言えるわけで
す。しかし、実際には必ずしもそんな現実は
ないわけで、特に90年代の半ば以降の日本
社会は階層分化ということは非常に深刻に
起こっていますし、このままでいくといま
の小泉改革も含めて本当に「陽の当たる人
に陽を当てる」というか、階層分化を深め広
げていくことを一種の確信犯的に進めてい
く面を持っていると思います。そうすると
一定の生活の条件を持てていない人は、市
民事業や協同組合であってもとてもそこま
で発想が向かない。「民主主義は拡大するけ
れども平等化の進展にはつながらない」と
いうのは、別に最近のアメリカの状況を評
論してというわけでは必ずしもないんです
が、協同組合も含めて「中間集団」と社会学
で言われるような市民社会の集団というの
は、やはりそこに参加していない人も含め
て我々の仕事を考える発想を持ちづらいと
いうことです。だから参加の平等というこ
とが社会の中で保証されていない時に、一
種の市民事業や協同組合のようなところが
公共サービスの中心的な主体となってしま
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うことは危険な面があると思っています。

ヴォランタリズムと専門性
市民事業がやってきている仕事の中にも
一定の部分は本来なら貨幣の交換を伴わな
い協同社会の中のヴォランタリーな領域で
「あえて公共事業でやらなくても我々が空い
ている時間で助け合いながらやろうよ」と
やってしかるべきことが、いろいろな社会
の矛盾の中で一種事業化しているという領
域もあるんだと思います。けれど一方では、
公共事業や公的サービスというものが社会
の変化の中でどんどん新しくつくり出され
てくる面もあると思います。例えば、軽度発
達障害というものが社会の注目を集めてい
て、ADHDとか多動性の障害とか学習障害
（l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  、l e a r n i n g

disabilities）といわれる子どもたちがいます
けれども、彼らの問題というのは従来全然
公教育の課題じゃなかったんですよね。で
も社会の変化の中で「問題児」として浮かび
上がってきてしまって、文科省などは特別
支援教育として（私は賛成できない内容で
すが）ともかく名付けて、そこも公的サービ
スの領域（範囲）だと言わざるを得ない。そ
れは一例に過ぎませんが、やはり常に新し
い公共事業の領域というのもつくり出され
てくるんだと思います。協同組合や市民事
業でやってきていることの中には、徐々に
徐々にヴォランタリーセクターに返して
いった方がいい仕事の領域と、やはりその
中で自分たちが培ってきた専門性の質を
ちゃんと公的に認めろと言っていかなけれ
ばならないものとが、両方があると思いま
す。そこが、いわゆる「協働」論の中ですご
く混同されていて、何となくヴォランタ
リーにできそうな領域という見られ方をし

ている。そこはむしろ自分たちの側から「こ
こは質が違うんだ」と「公的な保障が必要な
んだ」ということを言っていかなければい
けないのではないかと思います。

●福祉国家と福祉社会の公共性豊富化
に寄与する「積極的委託」探求の必
要性

鈴木先生の巻頭言に戻ると、福祉社会を
つくることで福祉国家はもういらないと
いってしまうような話でもなければ、福祉
国家があればおのずから人間は幸せになる
というようなそういう乱暴なことでもない
ですよね。福祉国家というのは簡単に言え
ば平等性をつくり出す装置であり、福祉社
会というのは簡単に言えば民主主義をつく
り出す装置なんだと思うのですが、そうい
う両方のことを視野に入れた社会の装置を
持ち合わせながら、社会をつくり直してい
くことに寄与していくような、積極的な委
託論を探求していく必要があるな、と思っ
ています。
そのためのこととして、プリミティブに思って
いることを二つ挙げますと、ひとつはおそらく労
協の方々もご存知で私も関わりのある三鷹市にあ
るNPO「文化学習協同ネットワーク」の例です。
ここはもともと学習塾から始まって、いまは不登
校の子どもの支援、そしてその子たちの自立支援
をやっている事業体ですが、そこが社会参加に困
難を持つ青年層やさまざまな層などに呼びかけて
ヘルパーの2級講座をこの1月から始められたわ
けです。その事業を実質的にアシストされていた
のが労協センター事業団で、労協と三鷹のNPO

がタイアップをして修了された方たちをベースに
将来的には地域に事業体をつくっていきたいと考
えていらっしゃる。私はこの取り組みを伺ったと
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きに、ものすごくいい形だなと思いました。
というのは、私は以前（98年）にセンター
事業団の事務局員ヒアリングをさせていた
だいたのですが、その地域に育ったわけで
もその地域で仕事をしてきたわけでもない
人が事務局員として配置され、その事業体
の中では一種のマネージメント的な仕事を
していくという仕事の基本的な形というの
は、ある種合理的なシステムだったと思う
んですけれども、地域から信頼を得る仕事
をしていくという点では、課題を持ってい
るなと思ったんですね。
今回の取り組みの一方にある文化学習協
同ネットワークというのは本当にズブズブ
の地域集団であって、70年代くらいからへ
ばり付いてそこで仕事をしているわけです。
その中でいろいろややこしいことも含めて
やってきていて、信頼してくれる人やして
くれない人も見えていて、一定の地域的信
頼はあるから、30年仕事としてやってこら
れたという実績を持っているんです。
そういう地域的な信頼をすでに培ってき
て、その中で専門性も持っているような市
民事業と、一方でヘルパー講座のようなも
のを考えると、やはりその講師の選定や、そ
の先の事業体をつくるのは、ここのNPOで
は未知の領域であって、それを労協はこれ
まで各地でいろいろな取り組みをされてき
たから、スッと助けられる。その両者がお互
いの持っている信頼性や専門性みたいなも
のを、上手に一体化させてつくった仕事だ
なと思いました。
文化学習協同ネットワークはいま、青年
の自立支援事業を公共事業として、我々が
具体的な主体になって立ち上げるよという
提案を市役所に出していて、ちょっと乗っ
てきそうな気配もある。そういうふうにボ

トムアップの委託というか、自分たちがす
でにこういう仕事をやってきているから、
これを公共性の名のもとに正当化せよとい
う、そういうことが必要なんだと思います。
それからもうひとつは、自治体との「対等
な」交渉力を確保するためには、情報交換や
相互扶助のネットワークが重要だと思って
います。いま学校教育の中で、例えば教室で
ハンディを持った子のケアをする介助員、
「メンタルフレンド」のような不登校の子の
お世話を学校の中でやる仕事、あるいはTT

要員といってチームティーチングの副教員
といったように、非正規雇用領域というの
は公教育の中にどんどん広がっています。
私のゼミの学生などはそういうところに
入っていく人が多いんです。ところが私が
驚いたのは自治体によって労働単価が全く
違うわけですね。あるところでは時給2千円
位なのがあるところでは千円でやっている。
つまり価格を決める立場にある人たちに
とっては、どうでもいいような仕事なんで
す。お互いに情報交換をすることの必要性
も認めていない。やはりそういう委託も含
めた周辺的でニッチな領域で交渉力をつけ
ていくには、労協などはネットワークを強
固に持っていると思うので、そういうノウ
ハウこそが周りの人たちにもっと伝えられ
ていったらいいな、と思うんです。
いくらで委託を取って、どういう交渉を
したらどうなったかというような情報交換
はすごく必要だなと思います。意外なこと
にまだ教育・子育て領域の委託ではそれが
なされていない。本当にお互いにネット
ワークがないという印象をもっています。


